
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年１０月６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２２年１２月１０日 ０１時００分ごろ 

発生場所 鳥取県鳥取市鳥取港北北西方沖 

 鳥取市所在の長尾鼻灯台から真方位３５７°３５.２海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３６°０７.１′ 東経１３３°５８.４′） 

事故調査の経過  平成２３年１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三大勘
だいかん

丸、９５トン 

 ＴＴ２－１５５１（漁船登録番号）、個人所有 

 ２９.７２ｍ（Lr）×６.３０ｍ×２.４８ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数５００、平成２年５月２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５７歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５２年９月９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成１８年６月２２日 

  免状有効期間満了日 平成２３年７月２４日 

機関長 男性 ５８歳 

 五級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 昭和４７年７月１４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成１８年６月２２日 

  免状有効期間満了日 平成２４年３月２４日 

甲板員Ａ 男性 ５７歳 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか１０人が乗り組み、隠岐諸島周辺で底びき網漁を行っ

ていたところ、左舷船尾付近の巻取りリール（以下「本件リール」とい

う｡）が引き綱を巻き取ることができなくなったので、修理のために鳥取港

に帰港することとした。 

 機関長は、鳥取港北北西方沖を航行中、本件リールの不具合箇所を確認

することとし、近くにいた甲板員Ａに手伝いを求めた。 

 機関長は、本件リールを回転させて巻き取られた引き綱を巻き戻しなが

ら、本件リールのギア保護カバー（以下「カバー」という｡）の４本のボル

トを外し始めた。 

 カバーの全てのボルトが外されたとき、カバーの下部が本件リールに接

触し、そのはずみでカバーが持ち上げられ、平成２２年１２月１０日０１
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時００分ごろ長尾鼻灯台から真方位３５７°３５.２Ｍ付近において、甲板

員Ａは、カバーを押さえていた右手が、カバーと本件リール付近に設けら

れていた安全柵の補強用パイプ（以下「補強パイプ」という｡）との間に挟

まれた。（写真１参照） 

 機関長は、叫び声を聞き、甲板員Ａが負傷しているのを見て船長に報告

した。 

 船長は、自宅に電話し、救急車の手配を依頼するとともに帰港時刻を告

げた。 

 甲板員Ａは、右手背皮膚剥脱創、右第３、４、５中手骨多発骨折を負っ

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  本件リールが故障したのは、本事故時が初めてであった。 

 本件リールのカバーは、幅約１１０cm、高さ約８０㎝、奥行約２０cm で

あり、重さは４～５㎏のステンレス製であった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、鳥取港北北西方沖を航行中、機関長

が、本件リールの不具合箇所を確認しようとして

カバーを外す際、本件リールを回転させながら作

業を行っていたことから、本件リールにカバーが

接触し、カバーを押さえていた甲板員Ａの右手が

カバーと補強パイプとの間に挟まれ、甲板員Ａが

負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が鳥取港北北西方沖を航行中、機関長が、本件リ

ールの不具合箇所を確認しようとしてカバーを外す際、本件リールを回転

させながら作業を行っていたため、本件リールにカバーが接触し、カバー

を押さえていた甲板員Ａの右手がカバーと補強パイプとの間に挟まれたこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

 ・巻取りリールの不具合を確認するときは、同リールの回転を止めてか

ら行うこと 
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写真 1 本件リール 
 

補強パイプ                  カバー    

 

 




